
複合／部分優先に関する審査基準

～有効な優先権主張のために～



パリ条約４条F

いずれの同盟国も，特許出願人が2以上の優先権(2以
上の国においてされた出願に基づくものを含む。)を主張す
ることを理由として，又は優先権を主張して行つた特許出
願が優先権の主張の基礎となる出願に含まれていなかつ
た構成部分を含むことを理由として，当該優先権を否認し，
又は当該特許出願について拒絶の処分をすることができ
ない。ただし，当該同盟国の法令上発明の単一性がある
場合に限る。 (unity of invention)

優先権の主張の基礎となる出願に含まれていなかつた
構成部分については，通常の条件に従い，後の出願が優
先権を生じさせる。



パリ条約４条H

優先権は，発明の構成部分で当該優先権の主
張に係るものが最初の出願において請求の範囲
内のものとして記載されていないことを理由とし
ては，否認することができない。ただし，最初の
出願に係る出願書類の全体により当該構成部分
が明らかにされている場合に限る。



国内優先権主張の利用例

（ａ）単一性利用型

（ｂ）上位概念抽出型

（ｃ）実施例補充型



人工乳首事件（２００３年１０月８日判決 東京高裁
平成１４（行ケ）第５３９号 審決取消請求事件）

事案

・優先権主張を伴う後の出願では、先の出願の明細書に記
載のない実施例（図１１実施例）を追加した。

・拒絶査定に対する不服審判においても「請求は成り立た
ない」との審決を受けた。

・審決取消訴訟においても、後の出願について優先権主張
の効果が認められず、先の出願後、後の出願前に出願さ
れ、後の出願の後に出願公開された引例によって特許法
第２９条の２により拒絶するとの審決が維持された。



先の出願の請求項

【請求項１】

乳首胴部と，この乳首胴部から突出して形成されて
いる乳頭部とを有する人工乳首であって，

上記乳頭部及び／又は上記乳首胴部の少なくとも
一部に伸長する伸長部が備わっていることを特徴と
する人工乳首。



後の出願の請求項

【請求項１】

乳幼児の哺乳窩に当接可能な先端部を有する乳頭部と，乳
幼児が舌により蠕動運動を行う際に舌を波うつように移動させ
ることができる表面を有する乳頭部及び乳首胴部と，

哺乳瓶と接続するためのベース部と，

を有する人工乳首であって，

前記乳頭部及び乳首胴部のシリコンゴムから成る壁面の内側
に，この壁面より肉厚の薄い伸長部が形成され，この伸長部に
隣接して，この伸長部より肉厚が厚い剛性部が交互に形成され
ていることを特徴とする人工乳首。



先の出願の実施例



先の出願の実施例



後の出願の実施例



先願の実施例



裁判所の判断

後の出願の特許請求の範囲の文言が，先の出願の当初明
細書等に記載されたものといえる場合であっても，

後の出願の明細書の発明の詳細な説明に，先の出願の当初
明細書等に記載されていなかった技術的事項を記載すること
により，

後の出願の特許請求の範囲に記載された発明の要旨となる
技術的事項が，先の出願の当初明細書等に記載された技術
的事項の範囲を超えることになる場合には，その超えた部分
については優先権主張の効果は認められない



その他の判例（１）（２）（３）

（１）東京高裁 昭和５２年１月２７日判決

第一国出願に開示された発明が未完成であれば、優先権の効
果を享受できない。

（２）東京高裁 昭和６１年１１月２７日判決

発明の構成要件ａ～ｈが一体不可分のものとして本願発明を成
り立たせているから、ａ～ｇにより構成された部分と、ｈにより構成
された部分に分離して、それぞれに対応する優先権を主張するこ
とは容認できない。

（３）東京高裁 平成５年６月２２日判決

優先権主張の基礎出願が複数の構成要件で構成される場合に、
ある構成要件についてのみ優先権が生じるとした。



＜優先権の審査基準＞

優先権主張を伴う出願の請求項に係る発明が、
先の出願の出願書類の全体により明らかにされ
ているといえるためには、

後の出願の出願書類の全体の記載を考慮して
把握される後の出願の請求項に係る発明が、先
の出願の出願書類の全体に記載した事項の範
囲内のものである必要がある。



＜基本的な考え方＞

・請求項に係る発明が、先の出願の出願書類の全体に記
載した事項の範囲内のものであるか否かの判断は、新規
事項の例による。

・優先権の主張の効果は原則として請求項毎に行う。

・発明特定事項が選択肢で表現されている場合、各選択
肢についてそれぞれ判断する。

・新たに実施の形態が追加されている場合は、その新たに
追加された部分について優先権の効果を判断する。



優先権の効果が認められない類型

（１）後の出願の請求項に、先の出願の出願書類の全体に
記載されていない事項が発明特定事項として記載されてい
る場合

(2) 後の出願の請求項に係る発明に、先の出願の出願書類
の全体に記載した事項の範囲を超える部分が含まれること
となる場合（後の出願に発明の実施の形態が追加される場
合等）

(3) 先の出願の出願書類の全体には実施可能な程度に記
載されていないが、実施の形態の追加等により、後の出願
の請求項に係る発明が実施可能となり、先の出願の出願書
類の全体に記載した事項の範囲内のものでなくなる場合



部分優先又は複合優先の取り扱い

（１）後の出願の一部の請求項又は選択肢に係る発明が
先の出願に記載されている場合、その部分について先の
出願に基づく優先権の主張の効果を判断する。

(2) 後の出願が二以上の先の出願に基づく優先権主張
（複合優先）を伴っていて、後の出願の一部の請求項又は
選択肢に係る発明が一の先の出願に記載されており、他
の一部の請求項又は選択肢に係る発明が他の先の出願
に記載されている場合には、各部分ごとに対応する先の
出願に基づく優先権の主張の効果の有無を判断する。



部分優先又は複合優先の取り扱い

（３）後の出願が二以上の先の出願に基づく優先権主張（複
合優先）を伴っていて、後の出願の請求項に記載された発
明特定事項が、複数の先の出願に共通して記載されている
場合には、当該発明特定事項が記載されている先の出願
のうち最先のものの出願日を優先日として審査をする。

(４)二以上の先の出願に基づく優先権の主張を伴う出願の
請求項に係る発明が、それぞれの先の出願の出願書類の
全体に記載された事項を結合したものであって、その結合に
ついてはいずれの先の出願の出願書類の全体にも記載さ
れていない場合には、いずれの出願に基づく優先権の主張
の効果も認めない。



仮想事例

＜時系列＞

基礎出願

発明：Ａ

出願１

発明：Ａ

出願２

発明：Ｂ

出願３

発明：Ａ＋Ｂ

優先権主張出願

発明：Ａ、Ａ＋α、Ａ＋Ｂ

Ａ＋α： 補正での追加×、発明Ａから進歩性なし

Ａ＋Ｂ： 補正での追加×、発明Ａのみから進歩性あり



優先権主張出願 特

許

性

拒絶理由の根拠

発明：Ａ ○ －

発明：Ａ＋α × ２９条の２

発明：Ａ＋Ｂ ○ －



優先権主張出願 特 許 性

Ａ
公
開

Ｂ
公
開

Ａ、

Ｂ
公
開

Ａ
＋
Ｂ
公
開

Ｂ、
Ａ
＋
Ｂ
公
開

Ｂ、
Ａ
＋
Ｂ
公
開

全
て
公
開

発明：Ａ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

発明：Ａ＋α × ○ × × × × ×

発明：Ａ＋Ｂ ○ ○ × × × × ×



後願 特
許
性

拒絶理由の根拠

出願１ 発明：Ａ

発明：Ａ＋α

×

？

２９条の２

２９条の２適用可？

出願２ 発明：Ｂ ○ －

出願３ 発明：Ａ＋Ｂ ○ －



先の出願に記載された範囲（発明：Ａ）について補正が認めら
れる範囲についてのみ、後の出願において優先権の効果が認
められる。

問題点：
（ａ）補正が認められない周知・慣用技術αを加えた発明Ａ＋αは
優先権の効果が認められない。

（ｂ）その一方、後願の出願１に発明Ａ＋αがあっても必ずしも排
除しえない場合がある。

＜優先権の審査基準における問題点＞



新規性の判断における
同一発明の範囲

＜発明の同一性の違い＞

補正しうる範囲

先の出願に
記載の範囲

周知・慣用技術

請求の範囲



２００１年５月３１日のＥＰＯ拡大審判部審決（Ｇ２／９８）で
は、優先権が認められる範囲の基準を以下のように示しま
した。

すなわち、ＥＰＣ第８７条（１）の優先権が認められる「同一
発明」の要件は、当業者が先の出願から全体として、共通
の一般の知識を用いて直接的かつ一義的に先の出願全
体から当該クレームされた主題事項を導けるときに限り認
められる、ということを意味するものです。

ＥＰＯにおける優先権の効果の判断


